
 ● 令和７年度から帯状疱疹ワクチンの 

「定期予防接種」が始まります。 

  

令和７年度の接種対象者の生年月日は以下のとおりとなります。 

５年後に再び接種対象者となるわけではありませんのでご注意ください 

（経過措置は令和１１年度で終了となります）。 
 

 

 

お問合せはこちら 

宇都宮保健所 保健予防課 

電話 ０２８－６２６－１１１４ 
土・日・祝日を除く 

（午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

 

■ 実施期間  令和７年４月１日～（通年） 

 

接 

種 

対 

象 

者 

 これまでに帯状疱疹予防接種を一度も受けたことがなく、 

下記の①～④に該当する方 

 

① 該年度に６５歳となる方 

② 接種時に６０～６４歳で「ＨＩＶによる免疫の機能」に障がい

のある方（身体障がい者手帳１級程度） 

経過措置 ③ 令和７年～令和１１年の 各年度に、７０、７５、８０、８５、

９０、９５、１００歳となる方 

④ 令和７年度に１０１歳以上となる方 

使 

用 

ワ 

ク 

チ 

ン 

 生ワクチン 丌活化ワクチン 

接種回数 １回接種 ２か月の間隔で２回接種 

予防効果 約５０％、約５年継続 約９０％、約１０年持続 

自己負担額 ２，５００円 １３，０００円 

（６，５００円×２回接種） 

・６５歳（昭和３５．４．２～昭和３６．４．１） ・７０歳（昭和３０．４．２～昭和３１．４．１） 

・７５歳（昭和２５．４．２～昭和２６．４．１） ・8０歳（昭和２０．４．２～昭和２１．４．１） 

・８５歳（昭和１５．４．２～昭和１６．４．１） ・９０歳（昭和１０．４．２～昭和１１．４．１） 

・９５歳（昭和５．４．２～昭和６．４．１）  ・１００歳（大正１４．４．２～大正１５．４．１） 

・１０１歳（大正１４．４．１以前に生まれた方）  

 

※１０１歳以上の方は令和７年度のみ接種可能 


